
令和６年度鳥取県西部地区ねんりんピック賑わい創出事業に係る業務委託プロポーザル実施要領 

 

 令和６年度鳥取県西部地区ねんりんピック賑わい創出事業に係る業務委託について、公募型プロポー

ザル方式によって以下のとおり業務の受託業者を選考する。 

 

１ 業務の概要 

（１）業務の名称 

  令和６年度鳥取県西部地区ねんりんピック賑わい創出事業に係る業務（以下「本件業務」とい

う。） 

（２）業務の目的 

本件業務は、「第３６回全国健康福祉祭鳥取大会（ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４）」（以

下「大会」という）の開催に合わせ、県産の食を中心とした魅力発信イベントを実施し、大会を盛

り上げるとともに、全国から集結する大会関係者等に食パラダイス鳥取県をはじめとした豊かな鳥

取の魅力を発信することにより、県民と大会関係者の交流を促進し、鳥取ファンを増やし、販路拡

大や観光等の誘客に繋げることを目的とする。 

※「第３６回全国健康福祉祭鳥取大会（ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４）」の概要は別紙

１を参照のこと 

（３）業務の内容  別添「仕様書」に基づき、以下の業務を行う。 

  大会西部会場（米子コンベンションセンターで地域文化伝承館など文化・健康関係のイベントを

開催）周辺における物販・飲食ブース等の設置・運営、イベントの開催による賑わい創出及びイ

ベント情報の発信 

（４）業務期間     契約締結日から令和７年１月３１日まで 

（５）予算額  金７,０００千円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

（６）募集方法 

この公募型プロポーザルに参加しようとする者は、令和６年３月２５日（月）午後３時までに、

様式第１号「参加申込書」を電子メール又はファクシミリにより６の場所に提出すること。 

（７）実施要領等の交付 

本実施要領及びこの公募型プロポーザルに関する書類は、令和６年３月１５日（金）から同月２

５日（月）までの間にインターネットの鳥取県西部総合事務所県民福祉局西部振興課のホームペー

ジ（https://www.pref.tottori.lg.jp/seibu-kenminfukushi/）から入手するものとする。 

 

２ 参加資格要件 

  この公募型プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 

（２）法人格を有していること。 

（３）本件業務の企画書の提出日から遡って５年間の間に、国内大手企業（国内の証券取引所に株式を

上場している企業）又は官公庁等から、当該業務と同様のイベント企画・運営業務の受注実績を有

すること。 

（４）令和３年鳥取県告示第 457 号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札

参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格（以下「競争入札参加資格」

という。）を有するとともに、その業種区分がイベント・広告・企画のイベント企画・運営に登録さ

れている者であること。 

（５）令和６年３月１５日（金）から本件業務のプレゼンテーションの日までの間のいずれの日におい

ても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月 17 日付出第 157 号）第３

条第１項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。 

（６）令和６年３月１５日（金）から本件業務のプレゼンテーションの日までの間のいずれの日におい

ても、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又

は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でない



こと。 

 

３ 審査会の設置 

（１）企画書を審査するため、「令和６年度鳥取県西部地区ねんりんピック賑わい創出事業に係る業務

委託プロポーザル審査要領」（以下「審査要領」という。）に基づき、「令和６年度鳥取県西部地区ね

んりんピック賑わい創出事業に係る業務委託プロポーザル審査会」（以下、「審査会」という。）を設

置する。 

（２）審査会は５名（２名以上の鳥取県職員以外の学識有識者を含む。）の審査員で構成する。 

（３）審査にあたっては、提案者によるプレゼンテーションを実施する。 

（４）参加申込者が多数（７者以上）の場合は、７の提出書類による書類審査を実施し、プレゼンテー

ションを行う提案者６者を決定する。 

 

４ 選定方法 

プレゼンテーション実施後、審査要領の審査表に示す審査項目について各審査員が個別に評価採点

し、その点数を合計する方法により提案者の得点を算出するとともに、順位点の方法（各審査員の評

価採点により付けられた順位をそのまま得点とし、その点数の合計の値の少ない方から提案者の順位

を付ける方法）による採点を行う。最も優れた順位を得た者を最優秀提案者として選定する。 

また、最優秀提案者以外の者についても、順位付けを行う。ただし、これらの方法による順位の結

果が異なる場合は、順位点の方法による順位を優先し、同点の提案者が複数となった場合には、審査

員の合議により順位を決定する。 

 

５ 評価方法 

企画書の評価は、２の参加資格要件を満たしている者の中から、次の項目について評価する。 

（１）企画内容（集客力、食パラダイス鳥取県の PR、独自企画、幅広い層への PR 等） 

（２）業務遂行体制 

（３）類似業務の実績 

（４）効果測定の方法 

 

６ 書類の提出先及び問合せ先 

この公募型プロポーザルに関する手続き及び本件業務の仕様に関する担当部局 

   〒６８３－００５４ 鳥取県米子市糀町一丁目１６０番地 

 鳥取県西部総合事務所県民福祉局中山間地域振興チーム 

 電話 ０８５９－３１－９６０６  ファクシミリ ０８５９－３１－９７９４ 

 電子メール seibu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp 

 

７ 提出書類 

（１）企画書６部 

ア 企画書は、Ａ４サイズとする。縦横及びページ数は問わない。 

イ 企画書には、次の内容を記載すること。なお、企画書は企画力を審査するためのものであり、記 

載内容は契約内容を拘束しないものとするが、実現性が担保されるものであること。 

（ア）本件業務に対する基本的な考え方 

（イ）イベント企画の提案（物販・飲食ブース等の設置・運営など） 

（ウ）情報発信に関する提案 

（エ）業務実施体制（組織体制、主要スタッフの類似業務経験が分かるもの） 

（オ）類似業務の実績 

※本件業務の企画書の提出日から遡って過去５年以内に行った同レベルの業務内容の実績

を記載すること。 

（カ）効果測定についての考え方及び方法 



（２）会社概要 ６部 

   様式及び記載内容は任意とする。 

（３）見積書 ６部（押印は不要） 

  ア 様式は任意とする。 

  イ １の（５）に示す予算額を超える金額が記載された見積書は無効とする。 

 ※上記書類一式をＰＤＦファイルに変換し、同ファイルをＤＥＣＯ Ｄｒｉｖｅの方法又は記録した

電子媒体を郵便等の方法により６の場所に提出すること。 

 ※提出された書類は、原則として返却しない。なお、鳥取県に提出された書類は鳥取県情報公開条例

（平成 12 年鳥取県条例第 2 号）の規定により公文書の開示の対象になるため、公開に際し、提出

者が不利益になる情報は記載しないこと。ただし、提出された書類は提出者に無断でこの公募型プ

ロポーザル以外の用途には使用しない。 

※企画書作成に係る内容及び方法等についての質問は、令和６年３月２７日（水）午後５時まで電子 

メールにより６の場所に提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は 

受け付けないものとする。質問内容については、令和６年４月５日（金）までに逐次インターネ 

ットの鳥取県西部総合事務所県民福祉局西部振興課(https://www.pref.tottori.lg.jp/seibu- 

kenminfukushi/)のホームページで公開する。 

 

８ 企画書の提出 

（１）提出場所 ７の提出書類を６の場所に提出すること。（郵便等の方法による提出可） 

（２）提出期限 令和６年４月１６日（火）午後５時必着 

 

９ プレゼンテーションの実施 

（１）日時 令和６年４月２３日（火） ※時間は別途通知する。 

（２）場所 鳥取県米子市糀町一丁目１６０番地 西部総合事務所（予定）※場所は別途通知する 

（３）実施方法等 

   同日、別途通知する時刻までに受付をすること。 

   プレゼンテーションは一提案につき２０分以内（厳守）とし、プレゼンテーション終了後、審査

員からの質問時間を１５分間設ける。 なお、参加申込者が多数（７者以上）の場合には、書類審査

にて選抜された提案者のみプレゼンテーションを実施する。 

 

10 企画書の提出期限・審査のスケジュール 

  令和６年３月１５日（金） プロポーザル公募開始  

      ３月２５日（月） 参加申込書提出期限 

      ３月２７日（水） 質問期限 

４月１６日（火） 企画書の提出期限 

     ４月１９日（金） プレゼンテーション（審査会）の案内送付 

     ４月２３日（火） プレゼンテーションの実施 

     ４月２５日（木） 以降 審査結果の通知及び契約の締結 

 

11 契約に関する事項 

（１）契約の締結 

４により最優秀提案者として選定された者と契約締結の協議を行い、見積書を徴して契約を締結

する。この協議には、企画書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の変更の協議も含む。協議が不調

のときは、４により順位付けられた上位の者から順に契約の締結の協議を行う。 

（２）契約保証金 

契約の相手方（以下「受託者」という。）は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の金 

額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県会計規則（昭和 39 年鳥取県規則第 11 号。 

以下「会計規則」という。）第 113 条第１項に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代える



ことができる。 

なお、会計規則第 112条第 4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。 

（３）暴力団の排除 

 受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨を契約書

に記載するものとする。なお、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に鳥取県

が契約を解除するときは、受託者は違約金として契約金額の１０分の１に相当する金額を鳥取県に

支払わなければならない。 

また、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合

がある。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規

定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）であ

ると認められるとき。 

イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと

認められるとき。 

（ア）暴力団員を役員等（受託者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加してい

る者を、受託者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、 

非常勤を含むものとする。以下同じ。）とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与さ

せること。 

（イ）暴力団員を雇用すること。 

（ウ）暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。 

（エ）いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財

産上の利益を与えること。 

（オ）暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。 

（カ）役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。 

（キ）暴力団もしくは暴力団員であること又は（ア）から（カ）までに掲げる行為を行うものであ

ると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。 

  

12 その他 

（１）企画書の無効 

２の参加資格のない者が提出した企画書及び虚偽の記載がなされた企画書は、無効とする。 

（２）参加費用 

   この公募型プロポーザルへの参加に要する一切の費用は、提案者の負担とする。 

（３）著作権の取扱い 

ア 選定された者の企画書に係る著作権の帰属については、契約時に取り交わす契約書により定め

るものとする。ただし、契約締結前にあっては提案者に帰属するものとする。 

  イ 選定されなかった提案者の企画書に係る著作権は、提案者に帰属するものとする。 

  ウ 鳥取県は提案者に対して、企画書に係る著作権の使用に係る一切の対価を支払わないものとす

る。 

（４）個人情報の取扱い 

受託者は本件業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては仕様書別記「個人情報・死者情報

の取扱いに係る特記事項」を守らなければならない。 

（５）その他 

鳥取県議会令和６年２月定例会において本件業務に係る予算が成立しなかった場合は、この公募

型プロポーザルを中止し、その旨を参加申込者に通知する。 

 

 



「第 36 回全国健康福祉祭鳥取大会（ねんりんピックはばたけ鳥取 2024）」概要 
 
〇全国健康福祉祭（愛称：ねんりんピック）は、スポーツや文化種目の交流大会をはじめ、健康や福祉

に関する多彩なイベントを通じ、主に 60 歳以上の高齢者を中心とする国民の健康保持・増進、社会参

加、生きがいの高揚等を図り、ふれあいと活力ある長寿社会の形成に寄与するため、昭和 63 年（1988

年）から毎年開催(全国持ち回り開催)されています。（令和 5 年愛媛、令和 4 年神奈川、令和 1 年和歌

山） 

 
 
 
〇主 催：厚生労働省、鳥取県 、一般財団法人長寿社会開発センター 

〇共 催：スポーツ庁 

〇参加者：約１万人（選手約 9,500 人、役員等約 500 人） 

  選手は 60 歳以上（都道府県＋政令市の 67 選手団が来県）、各県で予選会等を行い選抜 

  その他来県者、観客等を含め県内外で大会に参加する人は延べ約 40 万人  

〇令和 6 年(2024 年)､鳥取県内で初めて｢第 36 回全国健康福祉祭とっとり大会｣を開催。60 歳以上の方

をはじめ、全ての世代の方が、スポーツや文化活動に親しめ、鳥取県の豊かな自然・おいしい空気の

中で、各地域から全国へ世代を超えて交流の輪が広がる大会を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

別紙１ 



〇各会場の日程  ：ねんりんピック西部会場で開催されるイベント 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇ねんりんピック西部会場の概要 

イベント 地域文化伝承館 
会 場 米子コンベンションセンター 多目的ホール 
日 時 10 月 19 日（土）、20 日（日）、21 日（月）10：00〜16：00（21 日のみ 15：00） 
主 管 公益社団法人鳥取県老人クラブ連合会 
内 容 鳥取県内の老人クラブによる実演、体験交流・発表 

 
イベント 健康福祉機器展 
会 場 米子コンベンションセンター 情報プラザ 
日 時 10 月 19 日（土）、20 日（日）、21 日（月）10：00〜16：00 
主 管 一般社団法人日本福祉用具供給協会鳥取ブロック 
内 容 最新の健康・福祉機器等の展示・紹介、介護・福祉機器の体験 

 
イベント 健康フェア・相談コーナー 
会 場 米子コンベンションセンター 国際会議室 
日 時 10 月 19 日（土）、20 日（日）、21 日（月）10：00〜16：00 
主 管 ねんりんピックはばたけ鳥取２０２４実行委員会事務局 
内 容 医療、健康、食に関する展示や体験コーナー、各種測定、資料配布、相談等 

 


